
安全対策の「好事例」は、是非他の現場でも参考に！

 ～「第２回

 

静岡営繕事務所工事安全連絡会議」を開催～

静岡営繕事務所では、９月に「第１回静岡営繕事務所安全連絡会議」を開催し、静岡労働局より講師を招き、安全講話を行っていただきました。
今回は、より具体的な安全対策の指導を行うため１２月１２日に、施工者１１名、監理事務所３名、事務所職員等２３名により、警察学校本館の新築

 
現場において、島田労働基準監督署の小碕第二方面主任監督官による「安全パトロール」を実施し、あわせて安全指導を行っていただきました。
「安全パトロール」では、主任監督官の指摘箇所を写真撮影し、後の安全指導でスクリーンに映し出す事で、出席者全員にわかりやすく指導してい

 
ただく事ができました。
指摘内容では、レッカー作業で吊り荷の下に人が入らない様にすること、作業階への外部足場からの通路を２箇所程度確保する事（梁鉄筋組立て

 
のため、１箇所外していた）、角部の落下防止ネットの緩み、足場入り口への最大積載荷重の表示等について是正するよう指導をいただきました。
また、好事例としてレッカー作業中の職人達への声かけ、床開口部の仮設ふたのずれ止め対策（過去に未実施で転落事故があったとの事）、手す

 
り付きの「可搬式作業台（通称「うま」）」の使用、足場に余分な資材がおかれていない事、型枠解体中の階への立入禁止表示、足場と躯体の間の落

 
下防止ネットの設置、ＫＹ活動で予想される事故と対策の内容等について評価していただき、他の現場でも是非参考にしてほしいとの話がされました。
出席者からも、各作業場が非常にきれいである事や、レッカー作業中に今回の参加者にもしっかり声かけをしていて、安全に対する意識が高い。

 
自分たちの現場でも、是非参考にしたいとの感想がだされました。
今回の会議で、具体的な事例による安全指導を行った事で、各工事受注者の安全への意識の高揚を図る事が出来ました。
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